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定 例 教 育 委 員 会 会 議 録 

 

１ 開会及び閉会日時 

  令和３年１１月２６日（金） 午前１０時    開会 

                午前１１時１５分 閉会 

 

２ 開催場所 

  富士川町教育文化会館 

 

３ 出席及び欠席委員の氏名 

  出席委員  野中 正人 教育長  大森きよ子 職務代理 

        秋山 悦彦 委 員  中村 髙志 委 員  

        望月 正人 委 員  

 

４ 議場に出席した事務局の職員の職氏名 

  教育総務課長   中込 浩司  生涯学習課長   依田 正紀 

  給食センター長 大久保 公生  中学統合準備室長 齋藤 栄治 

生涯学習課長補佐 望月奈緒美  生涯学習課長補佐 依田 文哉 

  社会教育担当ﾘｰﾀﾞｰ 望月 大輔 

 

５ 傍聴人及び報道 

  なし 

 

６ 教育長報告 

  富士川町長が逮捕されたことについて、その経緯と現在の状況等を齋藤副町長から

説明。 

 

令和３年１０月２５日から令和３年１１月２６日までの事務事業について報告。 

 【報告の要旨】 

(1) 来年度就学児及び就学児検診について           

  10 月 23 日に実施、対象児童は 88 名となり、知能検査では 10 名が吟味検査を受

検した。現時点では、特別支援入級対象者は 9 名（情緒 8、知的 1）。 

 

(2) 令和 4 年度採用・昇任管理職及び主幹教諭選考受検者の推薦について 

各学校長からの推薦は、校長受検に 5 人、教頭受検に 11 人（内、女性 4 人）、主

幹教諭受検に 2 人を推薦。試験日は 11 月 27 日（土）の予定。 
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(3) 富士川町長の逮捕について   

11 月 17 日に官製談合防止法違反容疑で逮捕となった。翌日 18 日から齋藤副町長

が町長職務代理者となり業務を継続している。地教委では予定していた２つの検討

委員会と表彰式の開催を見送り、今定例教育委員会で今後の事業の進め方について

協議することとした。 

 

(4) 各種大会結果、表彰について             

  令和３年度山梨県文化賞奨励賞 保坂 實氏、小中学校の各種大会結果ほか 

 

  【委員了知】 

 

７ 会議に付した議案 

   議案第２３号 令和３年度富士川町一般会計補正予算（第１１号）について 

 

８ 議題となった動議を提出した者の氏名 

   な し 

 

９ 議事の概要 

（１）議  長   事務局から議案第２３号の説明を求める。 

  事 務 局   資料により説明する。 

  事 務 局   資料により説明する。 

議  長   意見等があるか、無いようであればただ今の提案でよろしいか。 

  委  員   「異議なし」の声 

 

  【異議なし 可決】 

 

10 協議事項 

 (1) 今後の教育委員会事業の進め方について 

議  長   事務局から説明を求める。 

事 務 局   富士川町長逮捕後に予定していた検討会の開催を見送ったが、新町

長が決まると考えられるまでの間、現在進められている各種事業に

おける今後の進め方について、各教育委員から意見を伺うなかで教

育委員会としての方向性を定めていきたいので、意見を頂きたい。 

議  長   事務局からの説明の順に各委員の意見を出していきたい。先ず、教

育振興計画の策定を進めることについて、何か意見があるか。 

委  員   この計画は教育委員会が中心に策定しなければならないものである

ことと、完成に近いところまで進んでいるので、引き続き実施して

いくことで良いのではないか。 
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事 務 局   町長の作成した教育大綱を基に作成しているので、振興計画の部分

は完成させておいて、パブリックコメントに諮る前に新町長の考え

を聞き、教育大綱の内容が変わった時点で、内容の組替や変更を検

討していきたいと考えている。 

議  長   他に意見がなければ、教育振興計画の策定は進めることでよろしい

か。 

全 委 員   異議なし。 

議  長   次に新中学校開校検討委員会について、何か意見があるか。 

委  員   ２つの中学校を新たな学校として統合を進めることは、この教育委

員会で決定したことであり、中学校統合事業を行うなかで、校名の

決定や制服の選定基準、選定方法は政治的な判断に影響されること

がないものであり、決めていかなければならないことなので、開校

検討委員会を開いて進めていくことで良いのではないか。 

  委  員   令和５年４月に開校できるよう事業を進めていくことで良いと思

うが、今後違う方向性が新町長から出された場合は、改めてこの教

育委員会の中で協議することになるのか。 

  委  員   新町長の考えが示された時点で協議することでよいと思う。 

  事 務 局   町議会の同意を得たことで、令和５年４月の開校に向けて進めてき

ていることから、今まで通り進めていく考えである。この教育委員

会で決定した小中学校の適正化基本方針では、新しい一つの中学校

として生徒数の減少が見込まれる令和４年度以降に統合すること

が望ましいこととしているので、新町長が今の進め方と違う考えを

示したのであれば、総合教育会議を開いて検討することになると思

われる。 

議  長   他に意見がなければ、開校検討委員会は開催し、校名の決定や制服

等の選定基準、方法を検討していくことでよろしいか。 

全 委 員   異議なし。 

議  長   次に町民体育館建設基本計画検討委員会について、何か意見がある

か。 

  委  員   令和４年度中に基本計画を策定することであれば、新町長の考えが

示された時点で検討を始めることでも時間的余裕はあるので、検討

委員会の開催は延期することで良いと思う。 

議  長   他に意見がなければ、町民体育館建設基本計画検討委員の開催は延

期することでよろしいか。 

全 委 員   異議なし。 

議  長   次に、歴史文化施設検討委員会について、何か意見があるか。なけ

れば、令和４年２月までに実施設計書を作らなければならないので、

引き続き人物館及び資料館検討委員会を開いていくことでよろしい
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か。 

全 委 員   異議なし。 

議  長   次に図書館建設について、何か意見があるか。これは、国との合築

工事で進んでいるため、予定通り図書館の開館に向けての事業を進

めていくことでよろしいか。 

全 委 員   異議なし。 

議  長   次に成人式について、町長が不在ではあるが成人の方々の都合を考

えると予定通り１月８日に式典を行うことでよろしいか。 

全 委 員   異議なし。 

 

 (2) 歴史文化施設の施設名称について 

議  長   事務局から説明を求める。                        

事 務 局   資料により説明する。スポーツミュージアム展示品の返還について

は、町議会全員協議会においても経過を報告し、返還はやむを得な

いとの意見も出されており、年内中には返還することになると思わ

れる。スポーツミュージアムの場所については、人物館の内容を拡

充することで利用する。２階の場所については、企画展示室として

利用する。名称としては、富士川町歴史文化館「塩の華」としたい。 

委  員   「塩の華」は残すことで、歴史文化施設検討委員会は決定したのか。 

事 務 局   この名称は親しまれているので残していきたい。 

委  員   「富士川舟運はってん・はんえい見聞館」の名称は、正式名称とし

て好ましくないように思える。 

議  長   この名称とした理由は何か。 

事 務 局   改修設計業者からの提案であるが、舟運が発展し、繁栄した内容を

見て聞いて体験する場として捉えた。ひらがな標記は、子どもたち

に親しみをもってもらえるように考えた。 

委  員   子どもたちだけでなく、歴史をしっかり研究している方にも訪れて

もらいたい施設として、本格的な資料を展示できる場を作ることで

素晴らしい資料館になると思う。全体の建物は親しまれた「塩の華」

でよいが、個々の名称としては「舟運歴史館」でよいと思う。 

委  員   一方の名称は「近代人物館」であるのだから、ひらがな標記にしな

くても十分子どもたちにも親しまれるのではないかと思う。 

委  員   色々な見方があると思うが、歴史的にすばらしい資料が展示できる

と思うので、しっかりした名称の方がよいと思う。 

委  員   展示物の資料から、舟運の発展や繁栄してきたことが子どもでも理

解できると思うので、「はってん」や「はんえい」のひらがな文字を

使わなくてもよいと思う。 

委  員   この舟運を利用した人々の中で、飯田蛇笏など有名人物が残した日
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記に舟運のことが書かれていることなどから、しっかりした名称が

相応しいと思う。 

議  長   展示物は衰退期の資料も展示されるので、相応の名称がいいと思う。 

事 務 局   次の検討会では、各教育委員の方々から出された意見を示して、名

称を決めていきたい。 

【委員了知】 

 

11 報告事項 

(1) 第二次富士川町教育振興計画の策定状況について（経過報告） 

議  長   事務局から説明を求める。 

事 務 局   資料により説明。策定委員会を開いてまとめの部分について作成を

進めていく。 

【委員了知】 

 

(2) 新中学校の開校に向けた取組みについて 

議  長   事務局から説明を求める。 

事 務 局   資料により説明。開校検討委員会、調査部会を開いて準備を進めて

いく。 

 議  長   先ほどの教育委員会事業の進め方のところで、準備を進めていくこ

とで決定したが、他に意見などがあるか。 

委  員   中学校統合に関する情報について、学校に関わりを持たない町民に

は伝わっていないことがある。町の広報やホームページ以外にも積

極的に情報を出して行くことを考えた方が良いと思う。山日新聞は

掲載記事の都合で、普段周知したい情報を依頼しておくと掲載して

もらえるので、担当記者に働きかけをしておいた方がよいと思う。 

議  長   中学校統合については、町民から経過について聞かれることがある

ので、校名が決まった折など節目の話題の時に、新聞などで周知出

来た方が良いと思う。 

事 務 局   山日新聞へは、掲載する時期を考え担当記者と検討していきたい。 

委  員   新中学校の施設整備の中で、生徒の机については、一人一台パソコ

ンを置いても勉強し易いような、大型の机を整備していって欲しい。 

事 務 局   大型机の整備ついては、要望意見も出ているので既存の机を更新す

る際には導入していきたいと考えている。 

議  長   制服等の決定に関する状況はどのようになっているのか。 

事 務 局   現在、地域部会で決定した制服、体操着、上履きの選定基準と選定

方法を開校検討委員会に提案し、そこでの意見も踏まえて定例教育

委員会に報告する予定である。その後、制服については、生徒や保

護者による投票で決めていきたいと考えている。 
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【委員了知】 

 

12 その他 

(1) 令和４年成人式について 

議  長   事務局から説明を求める。 

事 務 局   資料により説明する。コロナ感染防止対策のため、来賓を縮小して

開催する予定である。 

(2) スキー・スノーボード教室、スポーツレクレーション祭りについて 

議  長   事務局から説明を求める。 

事 務 局   スポーツ役員会で今年度も中止と判断した内容を説明。 

 

13 今後の日程について 

事 務 局   資料により説明する。 

 

【委員了知】 

 

14 議決事項  

  議案第２３号 令和３年度富士川町一般会計補正予算（第１１号）について 

 

15 その他教育長が必要と認めた事項 

  な し 

 

16 その他 

  ○会議規則第１６条第１項による会議の次第は別紙のとおり。 

  ○次回教育委員会 定例会 １２月２７日（月）午前１０時００分 

  会議録署名 

教 育 長                

 

 

署名委員                

 

 

署名委員                

 

 

議事録作成               

 

 


